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各都道府県

　住民基本台帳ネットワークシステム担当課長　　殿

国立市長上原公子

住民基本台帳ネットワークシステム第二次稼働後の
住民基本台帳事務の処理について（依頼）

　貴職におかれましては、行政運営の健全化並びに地方自治発展に日頃ご尽力なされて

いることに心から敬意を表します。

　さて、当市では、現在、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネッという。）

の稼働を中断しております。

　つきましては、平成15年串月25目からの住基ネット第二次稼働による、電気通信
回線を通じての住民基本台帳に係る事務の処理ができないことから、下記についてご依

頼申し上げます。

　貴団体には大変ご面倒をお掛けし心苦しく存じますが、特段のご配慮を賜りたくよろ

しくお願い申し上げます。

　なお、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨連絡いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。

記

三　住民基本台帳法第9条第1項に規定される通知事務について
（1）貴市区町村住民から国立詳へ転入届があった場合

　　従前通り、転出証明書交付貴市区町村宛に転入通知を郵送します。

（2）国立市住民が貴市区町村へ転出した場合
　　転出地の貴市区町村宛に、国立市から別添1の「転入通知の送付について（依頼）」

　及び返信用封筒（切手添付）を郵送しますので、法第9条第ユ項の通知を郵送願い

　ます。なお、同通知に代え、貴市区町村への転入届出時の住民票の写しの交付でも

　結構です。

2　法第12条の2に規定される住民票の写しの交付の特例（住民票の広域交付）の事

務について
　貴市区町村の窓口で国立市の住民の広域交付住民票の請求がございましたら、お手

数をお掛けしますが、交付できない旨を説明いただくか又は当市担当への問い合わせ

をご案内願います。

3　、法第24条の2に規定される住民基本台帳カード（以下r住基カード」という。）

の交付を受けている者等に関する届出特例（付記転入〉に基づく転入事務について

（1）付記転出届にっいて、貴市区町村住民から申し出等があった場合



　お手数をお掛けし，ますが、国立市への付記転入届はできない旨を当該本入に説明い

　ただくか、又は当市担当への問い合わせをご案内願います。

（2）付記転入届が、貴市区町村住民から国立市へあった場合

　　付記転入届の受付に際して1劃住基カードに併せ官公署発行の身分証明書（写真

　貼付）で本人確認を行った上、前住所地の貴市区町村宛に、電話で、付記転出届の

　有無等必要事項を照会しますので、大変恐縮ですが特段のご配慮を願います。また、

　国立市から別添2の「転出証明書に代わる証明書の送付について（依頼）」及ぴ返

　信用封筒（切手添付）を貴市区町村宛に郵送しますので、回答を郵送願います。

4　法第30条の44に規定される住基カードに係る事務
（1）国立市では住基カードの交付は行いません。

（3〉同条第6項に規定する政令第30条の23第3項後段の住基カードの返納を貴
　　　市区町村からの転入住民から受けた場合
　　　同条第4項の電気通信回線を通じて通知すべき事項を文書で貴市区町村宛1ヒ通

　　知します。

5　その他
（1）国立市は、転出証明書の住民票コードは記載します。

（2）不明な点等がありましたら、下記担当までお問い合わせ願います。

担　当 国立市市民部市民課市民係
電言舌　　04　2－5　7　6－2　1　1　！

　　　内線　131・132



平成15年　月　　日

東京都国立市長

別添1

上原　公子

転入通知の送付について（依頼）

国立市においては、現在、住民基本台帳ネットワークシステムの接続を中

断しております。つきましては・ご多忙中恐縮ですが・住民基本台帳の処

寧上必要がありますので、住民基本台帳法第9条第1項の通知を郵送願い
たくご依頼申し上げます。なお、同通知に代え、貴市区町村への転入届出

時の住民票の写しの交付でも結構です。
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郵便番号

所在地

OOO市区町村長　様
住民基本台帳事務担当者　　様

別添2
平成　　年　　月

東京都国立市長上原　公子

転出証明書に　わる証明重の送付について　衣頂）

日

国立市は、現在、住民基本台帳ネットワークシステムの接続を中断しています。

つきましては住民基本台帳の処理上必要がありますので、転出証明書に代わる証明書

の交付をお願いいたします。

　なお、①住民票コード②国民健康保険の加入の有無③国民年金記号番号④介護保険

番号⑤児童手当の受給の有無を、あわせてお知らせ願います。
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住民基本台帳事務、・当者の方（・お願い 国立市

国『立市は、平成14年42月26日に住民基本台帳ネットワークシステムを一時中断いたしました。

1．東京都への通知（送信）

　当市の住民基本台帳に記録された住民の本人確認惰報は、東京都へ通知（送信）いたしません。したがいまして、平成

　1歪無12月2圏7臼から更新されていません。

2．住民票コードの記載

　住民票コードの記載は行っているため、当市発行の転出証明書等の証明書に住民票コードを記載します。

3．転入通知

　貴市区町村からの転入通知については、切断中のため電気通信回線を通じての受信ができないので、署面を・もって、

　住民基本命帳法第9条第1項の通知又は転入通知に代わるもの（住民票等）を返信用到筒同封の上依頼します。

　また、当市からの転入通知については、従来とおり書面にて通知します。

4．住民基本台帳カード

　当市では・住民基本台帳カードは発行していません・貴市区町村からの転入時に返納された住民基本．台帳力一ドは・

　当市で回収した旨の通知を書面にて通知します。

転出証明書用添付資料

『問い合せ先』　東京都国立市市民部市民課市民係

　　　　　　　　電話　 Q42－576－21て1（内131　｛32）
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